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02 防災特集　水害に備える
04 コロナ禍の生活支援を行います
05　 Town Topics　まちの話題
06 10月から役場窓口でキャッシュレス決済開始

　8月7日、笠松みなと公園で「本物のスーパーカー
がやってくる！」を開催！2億円以上するマクラーレン
セナLM（写真左上）や、特殊な塗料を使った「世界
一黒いポルシェ」（写真右上）など、豪華な顔ぶれの
車が展示されました。

展示協力：（株）エグゼクティブ／（株）極東　ピットワン
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新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、本紙掲載の行事や事
業を中止する可能性があります。
町ホームページにて最新の情婦
を掲載していますので、お出か
けの際は事前にご確認ください。
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後期高齢者医療制度に関するお知らせ
医療費の窓口負担割合制度が変わることにともない
被保険者証（後期高齢者医療被保険者証）を更新します

　10月1日から、一定以上の所得のある
方（※）は、現役並み所得者（現在、窓口
負担割合が3割の方）を除き、医療費の
窓口負担割合が2割になります。
　10月1日以降、医療機関などにかから
れる際には、7月にお届けした黄色の保
険証（有効期限が9月末）に代えて、9月
中にお届けする青色の保険証（制度改正
後の窓口負担割合が記された保険証）
を、必ず提示してください。

※課税標準所得（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）を差し引い
た後の金額）が28万円以上の被保険者の方や、その同一ご世帯の被保険者の方で、年金収入+その他の合計所得が200
万円（被保険者がお二人以上いるご世帯の場合は、合わせて320万円）を超える方

２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には
９月下旬頃に口座を事前登録するための申請書が郵送されます

　窓口負担割合が2割となる方には、10月以降の外来診療での負担増加額を1か月あたり3,000円までに抑
える配慮措置があります。配慮措置が適用され、払い戻しとなる方は、事前に登録されている高額療養
費の口座へ後日払い戻します。
　配慮措置の対象となる方には、9月下旬頃に岐阜県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給事前
申請書」が郵送されます。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をして
ください。

問岐阜県後期高齢者医療広域連合　☎︎387-6368（代表）　　住民課　☎︎388-1115
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